
令和５年度八王子市デジタル地域通貨事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八王子市（以下「市」という。）が実施するデジタル地域通貨事業について、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）「デジタル地域通貨」とは、市が電磁的記録として発行する前払式支払手段（資金決済に関す

る法律（平成２１年法律第５９号）第３条第１項に規定する前払式支払手段をいう。）のうち、

本事業において、電子デジタル地域通貨として発行するものをいう。 

（２）「受託者」とは、市と八王子市デジタル地域通貨導入等業務委託を契約した者をいう。 

（３）「加盟店」とは、八王子市デジタル地域通貨事業加盟店規約（以下、「加盟店規約」という。）

の規定に基づき、市と加盟店契約を締結した店舗（事業所）をいう。 

（４）「利用者」とは、八王子市デジタル地域通貨事業利用規約（以下、「利用規約」という。）の規

定に基づき、デジタル地域通貨の利用者登録をした者をいう。 

（５）「プレミアムポイント」とは、利用者がチャージした際に、チャージ金額の 30％が追加付与

されるポイントをいう。 

（６）「地域ポイント」とは、イベントへの参加や各種ボランティア、エコ活動等への参加で付与さ

れるポイントをいう。 

 

（愛称及び価値） 

第３条 デジタル地域通貨の愛称は「桑都ペイ」とする。 

２ デジタル地域通貨の単位は「ポイント」とし、その価値は１ポイント１円とする。 

 

（ポイントの発行等） 

第４条 市は、この要綱の定めるところにより、プレミアムポイント及び地域ポイントを発行する。

この場合において、ポイントの発行額は、予算の範囲内において定めるものとする。 

２ 利用者がチャージした金額に応じて、プレミアムポイントを発行する。 

３ チャージ限度額は１人 30,000 円（プレミアムポイント 9,000 円を上限）とし、限度額に至る

まで複数回購入することができる。なお、チャージは 1,000 円単位とする。 

４ 受託者は、市と事前に協議を行い、利用者がチャージした際にプレミアムポイントを付与する。 

５ 受託者は、市と事前に協議を行い、特定のイベント参加者等に対して地域ポイントを付与する。 

 

（ポイントの利用期限） 

第５条 全てのポイントの利用期限は、令和６年２月 29 日とする。 

 

（ポイントの利用範囲） 



第６条 ポイントは、利用者と加盟店との間における取引でのみ利用することができる。ただし、次

の各号のいずれかに該当する取引には利用できない。 

（１）出資や債務の支払い。 

（２）現金との換金、金融機関への預け入れ。 

（３）金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券等）、旅行券、切

手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。 

（４）土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い。 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

５項に規定する性風俗関連特殊営業に関わる支払い。 

（６）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものとの取引。 

（７）各加盟店が利用を不可としたもの。 

（８）その他、取扱いが不適当と市が認めるもの。 

 

（ポイントの払戻し） 

第７条 利用者に対し、本要綱第５条に規定する利用期限内に利用されなかったポイントの払戻し

は、一切しないものとする。 

２ 利用期限内に利用されなかったポイントは、市の歳入として取り扱う。 

 

（加盟店） 

第８条 加盟店は、加盟店規約の規定を遵守し、デジタル地域通貨事業に参加するものとする。 

 

（利用者） 

第９条 利用者は、利用規約の規定を遵守し、デジタル地域通貨を利用するものとする。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項が生じた場合は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年９月１４日から施行する。 


